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資料２ 
農林水産部農林畜産課 

○八戸地域の畜産（養豚･養鶏）について 

１ 青森県の農業産出額上位 10 品目（平成 25 年）       （億円）

注）農業産出額とは、農産物の生産数量に農家庭先販売価格を乗じて算出したものを 

合計したもの 

２ 全国の畜産物産出額順位（10 位まで）（平成 25 年） 

（農林水産省「平成 25年生産農業所得統計」より） 

３ 東京市場入荷量に占める県産鶏卵の割合（平成 25 年） 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

り ん ご 米 豚 ブ ロイ ラー 鶏 卵 肉 用 牛 やまのいも に ん に く だ い こ ん 生 乳

733 508 238 187 169 128 128 94 90 68 2,835

計
順 位

品 目

産 出 額

順位

畜種

豚

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

鹿児島県 宮 崎 県 千 葉 県 茨 城 県 北 海 道 群 馬 県 岩 手 県 栃 木 県 青 森 県 愛 知 県

鶏卵 茨 城 県 千 葉 県 鹿児島県 広 島 県 岡 山 県 新 潟 県 愛 知 県 青 森 県 宮 城 県北 海 道

ブロイラー 宮 崎 県 鹿児島県 岩 手 県 青 森 県 北 海 道 徳 島 県 佐 賀 県 熊 本 県 鳥 取 県兵 庫 県

青森県

（青森県「青森県の畜産」より） 
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資料２ 
農林水産部農林畜産課 

４ 八戸港全体の輸入額と主な飼料原料（大豆、こうりゃん及びとうもろこし） 

の輸入額及び割合の推移 

（財務省「貿易統計」より） 

５ 配合･混合飼料の都道府県別生産量（平成 24 年） 

（農林水産省資料より） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 

八戸港全体の 

輸入額（百万円） 
166,315 105,780 118,867 103,081 122,288 141,664 

３種の飼料原料の

輸入額計（百万円） 
49,535 34,713 35,591 38,059 37,204 45,856 

割合(％) 29.8 32.8 29.9 36.9 30.4 32.4 



3 

資料２ 
農林水産部農林畜産課 

６ 青森県及び八戸地域の農業産出額（平成 18 年） 

（農林水産省「生産農業所得統計(H18)」より） 

注）生産農業所得統計は、平成 19年統計より都道府県全体での統計のみとなり、市町村 
毎の統計は平成 18年統計で終了しているため、八戸地域と県全体との比較は平成 18 
年統計が最終となります。 

７ 八戸地域における豚･採卵鶏･ブロイラーの飼養頭羽数の推移 
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資料２ 
農林水産部農林畜産課 

８ 八戸地域管内市町村別の飼養状況（平成 25 年） 

（八戸市調べ）   

八戸市

39.4 

三戸町

26.9 

階上町

15.1 

おいらせ町

14.8 

その他

（南部町、

田子町、

五戸町、

新郷村）

3.8 

豚（%）

階上町

39.0 

八戸市

31.6 

五戸町

21.9 

その他

（おいらせ

町、

田子町）

7.5 

採卵鶏（%）

田子町

35.6 

五戸町

21.1 

三戸町

16.5 

おいらせ町

10.2

その他

（南部町、

八戸市）

16.6 

ブロイラー（%）



資料３ 
教 育 委 員 会 

こども支援センター 

【 八戸市こども支援センターについて 】 
 ・平成27年４月、幼児児童生徒に関わる相談の窓口として、下記の４つの機能を担う、「八戸市こども支援セ

ンター」（前身は教育相談「うみねこ」）が開設した。 
 １．幼児期から小・中学校の学齢期において、子どもの発達に関して早期の気づきを促すとともに、保護者や

本人に対し、集団活動や学習に適応できるように教育相談や支援を行う。
 ２．学校・保護者からの相談に対応し、専門的な立場から観察や助言、指導を行う。
   ※特別支援教育についての専門指導員が対応する。幼稚園、保育所(園)の就学前相談や児童生徒の就学に

関わる教育的検査等を実施し、幼児児童生徒への適切な支援につながるように努める。
 ３．集団不適応・不登校状態の児童生徒のため、センター内に適応指導教室を開室し状況改善へ向けた支援を

行う。また下学年適応支援として「キッズ」を実施する。（ゲーム等をとおした社会適応スキルを学ぶ場
の設定）

 ４．関係各課や関係機関と連携・協力し合い、子どもたちへのさまざまな支援をつなぐ。 

＜全体構成図＞

適応指導部(４名)専門指導部(５名)

・電話相談

・来所相談

・学校訪問相談

・通室生の相談

・下学年適応支援 

活動補助

・青少年グループ 

訪問帯同

・臨床心理士の 

サポート

・ペアレント

トレーニング

・巡回相談

・検査実施

・電話相談

・来所相談

・小中学校への 

計画訪問帯同

・下学年適応 

支援活動補助

・就学相談

・幼稚園・保育所 

(園)の巡回相談

・健康増進課事業 

との連携

・就学前児童の 

ソーシャルスキル

トレーニング

・ペアレント 

トレーニング

・集団活動

・生活指導

・学習指導

・行事

・野外活動

※集団不適応や 

不登校状態の 

児童生徒を対象に

様々な活動を通し

て、学校復帰を 

支援する。

《キッズ》

・小集団活動

・ペアレント 

トレ－ニング

・学校との連携

※主にソーシャ 

ルスキルトレ 

－ニングを通 

して集団不適 

応を未然に防 

止する。

・臨床心理士（緊急支援・カウンセリング等） ・精神科医（教育相談アドバイザー）

教育相談部(６名)

・幼児児童生徒の教育に関する相談

（本人・保護者・教員等）

・特別支援教育に関わる指導・助言等

（学校・教員・保護者等）

・集団不適応・不登校の適応指導・

相談支援（児童生徒）

【保健】

 健康増進課

 ・定期健康診査

 ・発達相談

【福祉】

 障がい福祉課

 ・障がい者手帳等の手続き

 ・各種サービスの手続き

【その他】

 関係機関

 ・情報共有

 ・連絡・調整

教育

支援
相談

本人・保護者・学校・教員

専門指導 早期支援 適応指導教室 下学年適応

  支援活動

教育相談

八戸市こども支援センター

指導 助言



資料３ 
教 育 委 員 会 

こども支援センター こども支援センター（平成27年４月開設）について

今年度の相談の全体的な状況

・こども支援センター開設の報道以降周知が進み、新規相談及び保護者からの相談依頼が増加している。 
・今年度９月までの累計相談数は1,293回、前年度９月までの累計836回の約1.5倍である。 
・過去５年間の統計をみても、累計相談数が９月の時点で1,000回を越えている年度はなく、かなりの増加
となる。 
・他課や他機関からの依頼や問合せが多くなっており、学校や病院、児童相談所等のすすめで保護者が相談
に来るケースも増えている。 

◎相談回数（９月までの状況）                              （回）

全相談数 来所相談 電話相談
新規 

受付相談 
巡回相談 その他

26年度 ８３６ ４６２ ２８ ９６ １１３ １３７

27年度 １２９３ ７９５ ３９ ９６ １１８ ２４５

前年比 約1.5 約1.7 約1.4 約1.0 約1.0 － 

※ その他には、キッズの相談や緊急支援相談等の回数が含まれます。 

○主訴別                                        （回）

    ※ 主訴別には、キッズ、緊急支援等は含まれていません。 

○年齢別                                     （回）

６歳未満 小学校下学年 小学校上学年 中学生 その他 

26年度 ５８ １８３ ２５７ ３０６ ３２

27年度 １３９ ２８６ ２８０ ５４８ ４０

前年比 約2.4 約1.6 約1.1 約1.8 約1.3

【教育相談部】

 ・「不登校」の相談は、小・中学生ともに増加している。また、小学校の「発達・行動」の相談は増加、

中学校は減少している。

・「友人関係」「いじめ」「しつけ」の相談は減少し、「情緒不安定（特に中学校女子）」の相談が増加し

た。問題が深刻化し、気持ちや心身に影響が出ており、その背景には家庭環境の問題もあるので丁寧

に相談を進めている。

・市民病院や小児科、福祉施設との連携を図り、状況改善を努めている。 

【専門指導部】 

・６歳未満の相談が前年比2.4倍となっている。（平成26年９月まで58件→平成27年９月まで139件）

それに伴い、専門指導員の幼稚園・保育園等への巡回相談・来所相談も増加している。 

・相談する幼稚園・保育所(園)も増え、また、1つの園から何人も上がることが多く件数の増加に繋がっ

ている。 

・保護者からの相談数が増え、保護者の希望で学校へ訪問するケースや、検査実施後、学校・園へ報告し

た上で、連携して支援を検討していくケースが増加している。 

不登校 
 発達・ 

行動 

学業・

学習 

学校 

 生活 

進学・

進路 

友人 

 関係 

生活 

  態度

情緒不安定 

・心身障害
いじめ しつけ その他

26年度 ２０５ ２０８ ６ ２６ ４ １６ １８ ０ １２ １８ ２

27年度 ５６２ ３１３ ３ ５６ １４ ２ ２３ ６１ ２ １１ １９

前年比 約2.7 約1.5 0.5 約2.1 約3.5 約0.1 約1.2 約0.2 約0.6 約9.5



資料３ 
教 育 委 員 会 

こども支援センター ◎適応指導教室 （９月までの状況）          （人）

通室生数 
小学校 中学校 

４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 計 
26年度 ０ ０ ３ ９  ８ １４ ３４ 

27年度 １ １ １ ４ １３ １１ ３１ 

【適応指導部】 

・適応指導教室への通室生の数は前年度とほぼ同数である。毎日10～15人程度の通室があり、個別学習、

集団活動を進めている。 
・現在までで、学校復帰をした通室生は２名、部分登校の努力をしている生徒が 11 名いる。学校へ繋
がるように支援してきた効果が見える。 

・小学校下学年児童の不適応への対応「キッズ」と保護者対象のペアレントトレーニングを実施し、子ど
もと保護者の適切な関わりを学ぶ機会としている。 

今後について

【課題】 
・原因や状況が複雑化していること、家庭の協力が難しいこと等により、様々な機関との連携が必要とな
り、一つのケースにかかる時間が増加している。そのため教育相談全体の時間も増加している。 

・専門指導部では、就学前の子どもの相談が多くなっているため、巡回相談で幼・保、小・中学校を訪問   

するのが遅くなることがある。

・適応指導部では、個別支援が必要なケースが増えたことによる多様な支援方法や、支援に適した場所を  

確保する必要がある。

【今後の取組】 

～教育相談部～

・相談内容の多様化、複雑化に対応するためのよりスムーズな福祉・医療との連携

・子育ての悩みをもつ保護者対象のペアレントトレーニングとミーティングの充実

・相談スキル、ソーシャルスキルトレーニング実施等、専門性向上のための研修の受講

～専門指導部～

・巡回相談、就学相談における専門的指導の充実

・就学前児童のソーシャルスキルトレーニング活動「リトル」の実施

・各種検査等、専門性向上のための研修の受講・資格取得

～適応指導部～

・学校不適応、不登校児童生徒への見通しをもった段階的支援の充実

・各学校とより一層の連携に努め、学校復帰支援の充実を図る

・小学校上学年児童の不適応への対応「ジュニア」の実施

【今後の展望】 ～教育相談・特別支援教育体制の確立をめざして～

・学齢期における継続的な相談支援・相談体制の確立と更なる学校の教育力向上

・特別支援教育に関わる相談の充実（幼保小中・外部機関との連携の強化）

・相談窓口の、より一層の周知を図る

・市長事務部局との一層の連携を図る

・円滑な就学支援に向けてのサポート機能の充実

・療育の場の拡充

・スタッフの資質向上・人材確保
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